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全国順位：10位
（令和３年度実績）
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全国順位：37位
（令和３年度実績）
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２．岩手支部の課題について（1/1）
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課題

１

◎特定保健指導実施率が低調なことから、実施率を上げる取組みの強化が必要。

• 循環器系疾患にかかる一人当たりの入院外医療費が全国平均を上回っている。

• 血圧リスク保有者の割合が高い。男女ともに年々増加。全支部順位では男性41位、女性42位と下位。

• 喫煙者の割合が男女とも全国平均を上回っているが、特に男性において大きく上回っている。

• 飲酒習慣要改善者の割合が全国で2番目に高く、県内すべての市町村の【地域差指数-1】の値が1を超えている。

２

◎喫煙者の割合が高いことから、その割合を下げる新たな施策の実施。

• 健診結果及び問診結果から、喫煙者の割合が高い。

• 支部別スコアリングレポートでも、年々漸減しているが、男性で46位の47.1%、女性で32位の15.8%と、特に男性で高

くなっている。

• 業態別の喫煙率では、道路貨物運送業において52.9%と全業種で一番高くなっている。

• 岩手支部のデータヘルス計画において脳血管疾患の死亡率減少を目標に掲げているが、喫煙は同疾患の最も危険な因

子の一つであり、喫煙率が高いことは大きな問題である。

３

◎被扶養者の特定健診実施率が低調なことから、実施率を引き上げる新しい施策の実施。

• 令和3年度においては前年度よりも上昇したが、令和元年度、平成30年度よりも低い水準。

• 全支部順位でも40位と下位。

• 令和2年度における国保の実施率が42.5%（全国3位）と高いのに対し、岩手支部の実施率が21.7%（全国31

位）と低調。



３．課題に関連する事業について【令和4年度実施】（1/2）
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課題１：特定保健指導実施率向上に向けた取り組み

【事業】特定保健指導利用勧奨にかかる封筒の作成

新 規 ・ 継 続 の 区 分 新規

事 業 目 的 特定保健指導中断率の減少

事 業 概 要
特定保健指導の初回面談時に使用する「生活習慣のおたずね」の記入忘れを防止するため、特定保健指導の
案内送付用封筒に記入を促す文書を印刷した専用封筒の作成。

期 待 さ れ る 効 果
「生活習慣のおたずね」をきちんと記入いただき、初回面談時に生活習慣改善説明のための十分な時間を確
保することで、その後の継続支援を円滑に実施することによる、特定保健指導中断率の減少。

実 施 時 期 4月

実 施 状 況
専用封筒を使用することにより、「生活習慣のおたずね」の記載忘れが減少し、継続支援の円滑な実施に寄
与している。

経 費 の 内 訳 ・印刷製本費

課題２：喫煙者の割合を下げるための取り組み

※今年度の実施はなし。
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【事業】 協会主催の集団健診の実施

新 規 ・ 継 続 の 区 分 継続

事 業 目 的 被扶養者の特定健診の受診率向上

事 業 概 要

特定健診を受診していない被扶養者に対して、商業施設等で実施する「まちかど健診（R4年11月実施予定）」
や各地域の公共施設等で実施する「協会主催の集団健診（R5年1月～R5年2月実施予定）」の日程を案内するこ
とにより、受診率向上を図る。
「まちかど健診」については、前回より更に開催日数を拡大（2回→3回）して実施する予定。
＜まちかど健診＞・・・対象者10,459人 ＜協会主催の集団健診＞・・・対象者約35,000人

期 待 さ れ る 効 果
・「まちかど健診」…受診予定数210人（案内対象者数10,459人×受診率2.0％（※受診率は昨年度の率））
・「協会主催の集団健診」…受診予定数776人（案内対象者34,905人×受診率2.0％（※受診率は昨年度の率））

実 施 時 期 11月～2月

実 施 状 況 ・まちかど健診…9月30日に案内発送済み ・協会主催の集団健診…12月9日に案内発送予定

経 費 の 内 訳 ・印刷製本費 ・会場借料

【事業】 被扶養者に対する健診結果票取得勧奨

新 規 ・ 継 続 の 区 分 新規

事 業 目 的
受診券を使用しない人間ドックやパート勤務先での健康診断を受けている被扶養者に対し、健康診断結果票の写
しを提供していただくことにより、特定健診の受診率向上を図る。

事 業 概 要

特定健診結果が登録されていない被扶養者については、受診券を使用せず、独自に人間ドックやパート勤務先での健
康診断を受けている場合が考えられる。
そのため、直近2年間未受診である被扶養者約17,000人に対して委託により、健康診断結果票の写しの提供勧奨のダ
イレクトメールを送付。提供された健診結果票の写しについては、外部委託機関においてデータ化の上、納品する。

期 待 さ れ る 効 果
対象となる被扶養者約17,000人×10％（R元年度まちかど健診アンケート参照）＝1,700人が受診券を使用しな
い健診を受診。
1,700人×20％（事業者健診データの取得率）＝340人分の健診結果票の写しが提供されると予想。

実 施 時 期 ※下期において実施

経 費 の 内 訳 ・印刷製本費 ・委託費

課題３：被扶養者の特定健診実施率を向上させるための取り組み

３．課題に関連する事業について【令和4年度実施】（2/2）



４．課題解決に向けた事業について【令和5年度における実施予定の事業】（1/3）
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課題１：特定保健指導実施率向上に向けた取り組み（予定）

【事業】ICTを活用した特定保健指導の推進

新 規 ・ 継 続 の 区 分 継続

事 業 目 的 特定保健指導実施率の向上

事 業 概 要

勤務時間中に面談を実施できない対象者や、現場作業員など勤務地での面談が困難な対象者の特定保健指導に
ついて外部業者に委託し、スマホやパソコンなどのICTを活用した特定保健指導を実施する。また、検診車に
よる健診の際にも、外部委託業者及び健診機関との連携のもと、ICTを活用した面談の場所を設け、健診当日
に特定保健指導を実施する。

期 待 さ れ る 効 果
上記理由により面談を受けることが困難な対象者に対しても特定保健指導を実施することができ、また、健診
機関や事業主及び加入者の意識の変化を促すことで実施率の向上につながる。

実 施 時 期 4月～3月

経 費 の 内 訳 ・委託費

【事業】健診当日の特定保健指導の効果的な利用勧奨（※パイロット事業に応募中）

新 規 ・ 継 続 の 区 分 新規

事 業 目 的 特定保健指導実施率の向上、医療機関への受診促進及び健康意識の醸成

事 業 概 要

生活習慣病予防健診を受診した被保険者を対象に、医師や保健師などの専門職による、対面の情報提供（3分
以上の面談）を実施。また、面談が困難な場合はパンフレットの配布を行う。
【情報提供の内容】
・特定保健指導利用勧奨 ・健診結果説明 ・生活改善支援 ・対象者からの相談や質問に対する対応

期 待 さ れ る 効 果
・健診機関における特定保健指導実施に対する意欲の向上
・特定保健指導の対象者でこれまで未利用の者が同指導の必要性を認識することによる実施率の向上
・自身の健康状態を確実に把握することによる健康意識の醸成や医療機関への受診者の増加

実 施 時 期 4月～3月

経 費 の 内 訳 ・委託費 ・印刷製本費



４．課題解決に向けた事業について【令和5年度における実施予定の事業】（2/3）
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課題１：特定保健指導実施率向上に向けた取り組み（予定）

【事業】 いわて健康経営宣言登録事業所の特定保健指導実施率のさらなる向上

新 規 ・ 継 続 の 区 分 継続

事 業 目 的 コラボヘルスによる特定保健指導実施率の向上

事 業 概 要

健康宣言登録事業所の登録基準が標準化されることに伴い、具体的な数値目標を宣言してもらうことで、目標
を再認識のうえ、より効果的な宣言事業とする。（新宣言項目を再登録していただく予定）
岩手支部の健康宣言における数値目標は、健診実施率85%以上、特定保健指導初回実施率30％以上とするこ
とを宣言項目とする。

期 待 さ れ る 効 果 健康宣言登録事業所における特定保健指導実施率の向上

実 施 時 期 4月以降、順次実施予定

実 施 状 況 令和4年度においては、標準化の周知を実施

経 費 の 内 訳 ・印刷製本費



４．課題解決に向けた事業について【令和5年度における実施予定の事業】（3/3）
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【事業】事業所が主体となった禁煙支援の取り組み（※パイロット事業に応募中）

新 規 ・ 継 続 の 区 分 新規

事 業 目 的 喫煙者率の減少および事業所における喫煙対策の促進

事 業 概 要
喫煙者率が高い業種にターゲットを絞り、その業界団体と連携の上、集団学習により喫煙の危険性の説明を行う
とともに、定期的に事業所を訪問し禁煙体制や対策に関する助言や指導を行う。また、外部業者に委託し喫煙者
個人に対して定期的な禁煙指導を実施する。

期 待 さ れ る 効 果
喫煙者個人に対する指導はもとより、禁煙対策の意識醸成が事業所全体に広がることにより事業所としても喫煙
者個人に対するバックアップを行うことによる喫煙者の減少。

実 施 時 期 4月～3月

経 費 の 内 訳 ・委託費 ・印刷製本費

課題２：喫煙者の割合を下げるための取り組み（予定）

【事業】市町村の集団健診の実施時期に合わせた受診勧奨

新 規 ・ 継 続 の 区 分 新規

事 業 目 的 被扶養者の特定健診受診率の向上

事 業 概 要

・協会けんぽ岩手支部と県内の市町村国保における実施率を分析した結果、市町村国保における実施率が高いこ
とが判明。各市町村の集団健診へ誘導することで実施率の向上につながるものと思慮し、その実施時期に合わせ、
個別にその市町村在住の被扶養者に対し協会けんぽの特定健診の受診勧奨案内を行う。
（※市町村の集団健診においては、協会けんぽの被扶養者でも受診可能。）

期 待 さ れ る 効 果
各市町村の集団健診の日程や会場を周知し、そこで協会けんぽの被扶養者も健診を受診することによる受診率の
向上。

実 施 時 期 4月～12月頃

経 費 の 内 訳 ・印刷製本費

課題３：被扶養者の特定健診実施率を向上させるための取り組み（予定）
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【参考】


